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１ 裏面もご覧ください

【９月の主な実施行事】
・ごみ分別巡回：９月４日・１８日
・役員会：９月６日
・デマンドバス町内説明会：９月７日・９日・１６日
・八幡社草刈り：９月８日
・「広報たかはま」配布：９月２５日～
・夜間パトロール：９月２７日
・八幡社祭礼準備：９月２９日

【１０月の主な行事予定】
・デマンドバス運用開始
・ごみ分別巡回：１０月２日・１６日
・役員会：１０月４日
・八幡社秋の大祭：１０月１２日
・まち協クリーン作戦：１０月２０日
・「広報たかはま」配布：１０月２５日～
・夜間パトロール：１０月２５日
・きずな運営委員会：１０月２７日
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八幡町一丁目と六丁目は長年大雨の都度浸水に悩まされていましたが、対策についての目途がつ
き、水害対策が講じられる ようになります。具体的には新田町にある中吉樋門の大型の排水ポンプを

回覧

動き始めた八幡町一丁目と六丁目の水害対策

設置し、大雨の時排水路の水を圧力によ
り強制的に海に押し流します。排水路等
は５０ｍｍの雨量に耐えるよう設計されて
おり、これに見合う容量の排水ポンプが
稼働します。

主なスケジュール

【令和６年度工事】
渇水期の１１月頃より実施
① 排水路を土のうにより堰き止め、排水
管による雨水等の迂回工事

② ポンプを設置するための基礎工事
【令和７年度工事】
ポンプ等の機材調達後、実施
③ポンプ設置
④電気工事
⑤稼働試験
⑥運用

留意事項

土のうにより排水路の堰き止めを行うと共に基礎工事期間

工事個所

排水路（開口部）

堤防沿いの排水路 中吉樋門（ここに大型排水ポンプを設置）

排水路（暗きょ部）

中は、
堤防道
路は片
側通行
となりま
す。
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令和６年１０月から“チョイソコたかはま” が運用開始

令和６年１０月１日から現在の「いきいき号 市内コース」が、新しい乗り合い送迎バス「チョイソコたか
はま」の実証実験が開始されます。それに先立ち町内の皆様に、変更に伴う不安の解消や利用方法
の説明・利用登録のお手伝いが出来るよう、高浜市主催の説明会とは別に、更に理解を深めて頂く為、
町内会としてきずな会館にて３回に分けて説明会を開催しました。

９月７日（土） 第１回説明会 ９月９日（月） 第２回説明会 ９月１６日（月） 第３回説明会

高浜市内全域における停留所は、運用当初２１１箇所（事業者停留所：７０、公共施設停留所：７７、住宅地停留
所：６４）設置予定で、八幡町・新田町における停留所は１２か所（事業者停留所：１、公共施設停留所：７、住宅地
停留所：４）です。 （詳細は、各戸に配布された停留所ＭＡＰをご覧ください）
高浜市としては、今後実証実験の結果を踏まえ、運用の改善を図っていくとの事です。

町内の不具合箇所の解消を「市」にお願いしております

町内において、道路・消火施設・側溝等で不具合が発生しており、都度「市」に解消して頂くようお願い
をしております。改修費用面や他の組織との調整もあり解消に向けては難しい面があります。
しかしながら事故等が発生してしまえば取り返しがつかなくなる恐れがあり
ます。改修のお願いをしている一部の事例を紹介します。

八幡町六丁目６番地付近において、レ
ンガが突出して、自転車・バイクの転
倒や車のタイヤがパンクする恐れあり

八幡町四丁目２番地の宮裏線に埋設され
た消火栓のマンホールの蓋が緩み、車が
乗った際大きな音が発生（蓋の取替えで
は済まず、掘削工事を要するとの事）

八幡町五丁目１番地の名
鉄三河線脇の側溝に草が
生茂り、浸水の恐れと踏切
の遮断機の故障の要因の
恐れあり

資源ごみ回収拠点におけるルール違反抑止

大清水公園に仮設置された監視カメラと不法投棄抑止看板

高浜市内全域で資源ごみ回収拠点において、粗
大ごみの廃棄や指定日以外の資源ごみが廃棄さ
れております。
このため廃棄の実態の把握と看板による抑止効
果を確かめるため、「市」によりマナー違反の多い
ステーションを抽出し、２週間程度全町順番に監視
カメラを設置しております。今後効果を確かめ、
ルール違反防止の対策に努めるとの事です。


